
令和６年度 長野市放課後子ども総合プラン事業 土曜日の拠点施設のご案内 

 

 長野市放課後子ども総合プラン事業は、原則として利用児童が通学または居住している小学校区の

施設の利用に限っておりますが、土曜日については、各校区内施設での開館のほか、校区を限らずに利

用できる「拠点施設」を設置し、夕方まで開館することとしています。 

 令和６年度の拠点施設は以下の表のとおりです。拠点施設の利用を希望される方は、まずは平日利用

する施設（利用登録をした施設）の館長にお申し出ください。拠点施設での受入れ可否を確認し、手続

きの流れをご案内いたします。 

 

●令和６年度 土曜日の拠点施設一覧 

施設名 住所 開館時間 開館する頻度 

山王子どもプラザ 
大字中御所 30-1 

（山王小学校内） 
8:30～18:00 月２日程度 

芹田子どもプラザ 
大字栗田 16-2 

（芹田小学校内） 
8:00～17:30 

（8:00～8:30 は延長時間） 
月２日程度 

吉田児童センター 
吉田 3-22-41 

（ノルテながの内） 
8:30～18:00 月２日程度 

古里児童センター 大字金箱 559-22 8:00～18:00 
（8:00～8:30 は延長時間） 

月３日程度 

篠ノ井中央児童センター 篠ノ井二ツ柳 2251 8:00～18:00 
（8:00～8:30 は延長時間） 

月１～２日程度 

通明子どもプラザ 
篠ノ井御幣川 270 

（通明小学校内） 
8:00～18:00 

（8:00～8:30 は延長時間） 
月１～２日程度 

豊野西部児童センター 豊野町石 1880 8:30～18:00 月３～４日程度 

豊野東子どもプラザ 
豊野町大倉 2213 

（豊野東小学校内） 
8:30～18:00 月３～４日程度 

 

 ・土曜日に拠点施設を利用する場合、追加料金はありませんが、別途利用申込書の提出が必要です。 

（拠点施設の校区内の児童であれば、再度の申し込みは不要です） 

 ・利用希望者多数により、受入れを調整させていただく場合がありますので、予めご了承ください。 

 ・施設へは必ず責任の持てる保護者等が送迎してください。 

 ・土曜日は平日に比べて利用する児童が少ないため、児童の集団活動・異年齢交流の場の提供及び職 

員の適正配置による効率的な運営を図る等の観点から、今後は開館する施設の集約化を図りつつ、 

新たな拠点施設の選定や開館日数の拡大を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

長野市こども未来部こども政策課 

放課後子ども総合プラン担当 

TEL：026-224-6796 

長野市放課後子ども総合プラン事業は、業務委託により運営をしております。 
 ・一般財団法人ながのこども財団（令和６年度～）・・・豊野地区を除く児童館・児童センター・子どもプラザ 

 ・労働者協同組合ワーカーズコープながの・・・豊野地区の児童センター・子どもプラザ 

 そのほか、民設民営の児童クラブ（稲田・大橋）があります。 


